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（１）　事業所名及び代表者名

株式会社 黒田精型

代表取締役社長　　黒田 国泰

（２）　所在地

本社（金型部/成形部工場）
〒937－0031　
富山県魚津市道坂400番地

（３）　事業内容

金型部工場 精密金型の設計・製作

成形部工場 プラスチック製品の射出成形加工

（４）　事業規模

売上高　  非公開

従業員数　 48名（パート、アルバイト含む）

工場延べ床面積　 金型部：1547㎡
成形部：1722㎡

（５）　主な生産設備

・主な金型部設備

大型平面研削盤 3Dマシニングセンタ
平面研削盤 ワイヤー放電加工機
立型マシニングセンタ 放電加工機
立型フライス盤 設計（3D、CAD、CAM）
NCフライス盤 工具顕微鏡
直立ボール盤 高倍率マイクロスコープ
旋盤
レーザー溶接機 など

Ⅰ 事業概要の紹介

TEL 0765-32-8006 FAX 0765-32-8827

《金型部工場》 《成形部工場》



・主な成形部設備
射出成型機
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（５）　環境関連の責任者とＥメールアドレス

環境管理責任者 宮田 勉
miyata.tsutomu@kuroda-seikei.co.jp

副環境管理責任者 廣多 剛
hirota.tsuyoshi@kuroda-seikei.co.jp

TR30EHW

KM180 B3
ES400 5E
FN4000-36A
FS80S12ASE
FS80S18ASE
NEX110-12E
NEX500 5E
NEX50-5E
NEX80 Ⅳ-9EG
PN40-5E
PNX40-5A
PS40E5ASE
PS60E9ASE
α-S 100iA
GA100

ファナック㈱
㈱ソディック

川口鉄工㈱
日精樹脂工業㈱



精密金型の設計・製作、
プラスチック製品射出成形加工

事業活動

Ⅱ エコアクション２１について

認証・登録について

㈱黒田精型
富山県魚津市道坂４００番地

認証・登録事業者

０００２０９３認証・登録番号

弊社のエコアクション21（以下EA21と表記）認証期間・登録範囲等は以下の通りで
す。

２００８年１月９日認証・登録日

本社対象事業所

２０２２年１月９日更新・登録日

２０２４年１月８日有効期限



環境管理責任者（兼）
【成形工場担当】
宮田　勉

環境管理副責任者（兼）
【金型工場担当】
廣多　剛

成形部環境委員 金型部環境委員

環境管理副責任者
廣多　剛

エコアクション21の活動推進体制

環境マネジメントシステム組織図

環境管理統括責任者
【代表取締役社長】
黒田　国泰

環境管理責任者
宮田　勉

当社の環境マネジメントシステムを構築、運用、維持し、環境への取組を実施する為の体制図
を下記に示す。

環境委員会
【3回/年】

環境経営委員会
【1回/年】

事務局内部監査チーム

※各自の役割、責任・権限は次ページに記載。



①

②

④

①

②

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

①

③

②

職　務 責任と権限

内部監査
チーム

代表者

事務局

環境委員会

環境経営
委員会

金型/成形部の
各担当者

副環境管理
責任者

環境不適合品の処置方法を決定し、代表者に報告する。

外部からの環境関連情報への対応を行う。

環境負荷物質に関する管理・環境負荷の把握と報告

環境管理責任者の補佐役としてEA21の構築・維持を確実にする。
（主に金型製造部の管理を担当）

EA21の運用を円滑に行い、代表者へ運用に関する情報を提供する。

環境関連法規制及び要求事項に対する認識を組織全体で高める。

①

EA21環境活動の推進

社外対応窓口

当社の環境負荷状況を把握する為、各部門からデータを収集・作成・管理を行
う。

産業廃棄物・二酸化炭素排出量・総排水量についての問題事項を取り上げ、
具体的対策を協議し削減に取り組む。

代表者・各部門担当者で構成し、1回／3ヶ月（環境経営委員会の月は除く）及
び必要に応じてEA21MS計画に基づいて開催する。

代表者による全体の見直しと評価の場として、環境MS全体の取組状況を評価
し、全般的な見直しを実施し必要な指示を行う。

環境目標達成計画の実施結果の報告

作業者の教育、訓練を行う。

代表者・事務局で構成し、年1回及び必要に応じて開催する。

①

②

①

3Sの徹底、環境不適合品の管理、環境管理責任者への報告

②

③

管理責任者として環境活動全般を監視し、EA21の構築・維持を確実にする。

環境MSの実施状況及び、改善の必要有無について代表者へ報告する。

環境MS全体の見直しを行い、必要に応じて改訂を指示する。

環境に関する内部監査の実施及び、それに基づく是正要求をする。

環境の内部監査結果を報告する。

環境経営方針を策定する。

環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。

EA21の構築・運用・維持に必要な経営諸資源（人材・資金・情報・機器設備・技
術技能含む）を準備し、合理的・効果的な運用を図り、目的を達成する為に環
境委員会を運営する。

環境管理
責任者



Ⅲ 環境経営方針



29期

1,397,732

―

10,084

―

883,367

0.632

883,367

24,958

908,325

1,670

4.8

3,640

107,107

88

―

―
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※4

※5
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※7

※3

―

―

水道不使用
目標設定無し

Ⅳ  環境負荷　過去の実績と今期の目標

過去の実績
今期目標値EA21登録

初年度

43期42期 44期

前期前々期

過去の実績と今期（444期）の目標（※1）

1,338,400

2.79%

―

―

0.1％以下
（40期比0.01％削減）

3.24％以下
（40期比0.03％削減）

―

4.9

―

0.546

9,991

551,541

736

9.6

0.468

3,710

128,932

4,180

0.07%

10,388

741,154

1,044

4.8

3,240

730,766

845,869731,324

541,550

0.08%

118,417

4,030

2.83%

購入量

電力

化石燃料
(※4)

電力
kWh

売上比（※2）

1,157,158

①
二
酸
化
炭
素
排
出
量

②
廃
棄
物
排
出
量

二酸化炭素
排出量
(kg-CO2)
(※5)

合計

一般不燃/可燃ゴミ（kg）(※5)

廃プラスチック(※6)
樹脂材料購入量比（％）

混合物（㎏）(※5)

コピー用紙使用量（枚）(※5)

化石燃料(※4)

実績

排出係数
㎏-CO2/kWh

登録初年度との
比較(※3)

L

売上比（※2）

③水道水使用量（ ）

④化学物質の適正管理

⑤グリーン購入の推進
環境に配慮した製品（※7）の購入率

⑥顧客環境要求を満たす製品の製作

100％達成

80％達成

100％達成
顧客環境要求事項
100％達成

化学物質適正管理
100％達成

44.1%

―

47.3%

―

対象は黒田精型で使用する事務用品

EA21登録初年度、前々期、前期の実績と今期の目標を記載

その期の売上に対する購入料金の比率

ガソリン・軽油の合計

購入/排出量の把握を行い、前期実績との比較を行う。

廃プラスチック排出量は樹脂材料購入量に対する比率を目標とした

比較用の排出係数は当時の購入先の実績である「0.632(k-CO2/kWh)」を使用する。
その結果は実績の合計には含まない。



11月

1月

2月

4月

5月

7月

8月 ―

計画内容

エアコン点検（改正フロン法対応）

環境関連法規制等の改訂状況確認

環境関連法規制等の順守状況確認

産業廃棄物管理表の返却状況確認と県への提出

内部監査（品質内部監査に合わせて実施）

エアコン点検（改正フロン法対応）

緊急事態訓練

―

環境目標達成状況の確認、及び評価

5Sパトロール

環境目標達成状況の確認、及び評価

内部監査（品質内部監査に合わせて実施）

―

環境目標達成状況の確認、及び評価

5Sパトロール

環境負荷の自己チェック

―

EA21審査

5Sパトロール

エアコン点検（改正フロン法対応）

EA21審査申請書の提出

化学物質管理状況の確認

環境活動レポートの作成

環境関連法苦情受付の確認

環境取り組みの自己チェック

今期分環境関連計画作成

5Sパトロール

エアコン点検（改正フロン法対応）

環境目標達成状況の確認、及び評価

代表者による全体の評価と見直し

9月

10月

12月

3月

2022年

2023年

6月

Ⅴ 環境活動計画

44期環境活動計画
1回/月に実施する内容

・各種データ集計（ゴミ排出量、水道使用量など）

年月



実績 40期比

1,037,551 87.7%

3.41% +0.14%

3,982 72.9%

0.08% -0.03%

655,732 87.7%

540,564 81.8%

0.521 ―

9,857 72.6%

550,421 81.7%

988 92.1%

281,001 125.1%

8,721 33%

3.10% -8.7%

5,280 114.3%

107,413 82.4%

100.0% ±0

74.0% +0.8%

100％達成 ―

※1
※2
※3
※4

80％達成

100.0%

73.2%

4,620

130,291

―1,183,696

44期

①
二
酸
化
炭
素
排
出
量

―

3.24％以下
（40期比0.03％削減）

―5,463

0.11%

二酸化炭素
排出量
(㎏-CO2)

購入量

化石燃料
(※3)

電力
購入量(kWh)

購入量(L)

化石燃料(※3)

Ⅵ　今期環境活動の実績
44期（2022年9月～2023年8月）の目標・実績

達成状況
40期実績
（基準または
参考値） 目標値

対象とする化石燃料はレギュラーガソリンと軽油の2種
参考の排出係数は「0.632(k-CO2/kWh)」(EA21登録初年度の購入先の実績)

保管場所で記録された入庫数量を購入数量で割り、数値を算出した。

廃プラスチック

樹脂材料購入量 (㎏)

樹脂材料購入量比(％)

排出量 (㎏)

―

―26,580

224,613

11.8%

達成

未達成

混合物　(㎏)

③水道水使用量

⑥顧客環境要求を満たす製品の製作
顧客環境要求事

項
100％達成

達成

0.1％以下
（40期比0.01％削減）

0.558

―

―

②
廃
棄
物
排
出
量

合計

一般不燃/可燃ゴミ　(㎏)

④化学物質の適正管理 (※4)

⑤グリーン購入の推進

水道不使用　地下水使用量の監視のみ実施

―
電力

100％達成

その期の売上に対する購入料金の比率

3.27%

―748,096

実績

1,073

参考(※2)

13,568

―

―

―

―

―

―

―

達成

―

未達成

購入金額売上比
(※1)

コピー用紙使用量　(枚)

達成

―

674,070

660,502

排出係数
(㎏-CO2/kWh)

―

―

購入金額売上比
(※1)

―

4.9%

13,769

―



・

・

・

・

Ⅶ　今期環境活動の取組結果と評価

空調温度管理で省エネ温度を奨励する。（※）

（省エネ温度設定　冷房 28℃／暖房 23℃）

※測定室や成形工程等、室温の管理を必要とする場所は除外とする。

休止中の機器類は電源を落とし、休憩時間や未使用場所の照明は消灯する。

①二酸化炭素(CO2)排出量削減に関する取組
電気使用量の削減

●取組内容

それらについては評価は行わず、実績の記載のみとします。

以下に記載する取り組みの中には、目標を設定せず実績の監視のみを行っているものがあ
ります。

※

【実績と評価】

44期の電力購入量は「1,037,551kwｈ」となりました。

【来期（44期）の目標について】

来期以降の目標も40期を基準とし、0.03％削減を目標とし活動を行います。

社有車を運転の際はエコドライブを実施する。

目標である売上比0.1％に対し、0.08％で達成となりました。

40期以降化石燃料購入量に大きな変動はないが、1㍑の平均価格が約￥20ほど上昇してい
る。

購入量は43期から23％ほど減少しました。
ただ前期よりも電気料金が増加したことで目標とする購入金額の売上比は40期比+0.14％と
なり目標未達となりました。

フォークリフトの待機中はエンジンを止めて燃料消費とCO2削減に努める。

化石燃料（ガソリン、軽油）使用量の削減

●取組内容

【実績と評価】

尚、化石燃料購入量は「3,982㍑」となり、前期から約4.7％減でした。

活動目標は購入金額の売上に対する比率で判断しているため、今後の価格変動によっては
その結果に影響を及ぼす可能性がある。

【来期（44期）の目標について】

電気使用量と同様に今後しばらくは40期の実績を基準として0.01％削減を目標とします。

黒田精型で購入する化石燃料の主な用途は、営業車やトラック、除雪用ブルトーザーの燃料
となっている。



・

・

・

・

そのため特に評価は行わないこととする。

44期に排出された可燃/不燃ごみは前期比約4.4％減の988kgだった。

紙類を分別し可能なものはリサイクルを行い、可燃ごみを削減する。

魚津市のガイドに従いゴミを分別し、リサイクル可能なものはリサイクルを進める。

②廃棄物排出量に関する取組

●取組内容

黒田精型から排出されるゴミは、大半がエアキャップや袋など購入品の梱包資材。
これらは削減が難しいため削減目標を定めず排出量の監視を行う。

【実績】

※

特定のPP材主要10色は、成形時に排出するランナーを必ずリターンする。

特定した樹脂材料に関しては、分別回収してリサイクル業者に売却する。

（成形時の捨てショットや検査工程での外観不良品など）

※可燃/不燃ごみは排出量の監視のみを行っているので、特に評価は行いません。

一般ゴミ排出量の削減（可燃＋不燃）

●取組内容

44期の混合物排出量は5280kgとなった。（前期の約63％増加）

混合物は定期的に排出されるものが少なく、不意に廃棄されるものや処分方法が他にないも
のが含まれ削減が難しいため、40期からは排出量の監視にとどめている。

廃プラスチック（以下、廃プラと称す）排出量の削減

●取組内容

廃プラ排出量は前期実績4.8％から3.1％と1.7％ほど減少となった。

【実績と評価】

混合物排出量の削減

・

これは樹脂材料購入量比による集計を開始した33期以降で、最も低い値であり前期に続け
ての目標達成となった。

成形品の不良率は前期の0.6％から0.81％と増加したものの、樹脂材料を廃プラではなくリサ
イクルとして排出できる樹脂の種類が増えたことで「廃プラ」の排出量は減少した。

※

排出されるもの全てを「混合物」とするのではなく、専用の容器を用意することで可能な限り分
別を行う。

【実績と評価】



・

・

・

・

夏と冬に空調に使用する分、使用量が増加する。例年通りの傾向となりました。

④化学物質の適正管理に関する取組
●取組内容

ラッカーシンナーの購入量を把握し、入庫日を記録する。

【実績と評価】

③水道水使用量削減に関する取組

黒田精型で使用する備品を購入する際は、環境に配慮された製品（エコマーク認定品等）を
購入する。

購入した備品の内、グリーン購入対象品の割合は74.0％で目標未達成でした。

●取組内容

水漏れのチェック（蛇口、トイレのタンク等）

※黒田精型では水道水は不使用であり、地下水使用量の監視のみを行っている。

【実績と評価】

⑤グリーン購入推進に関する取組
●取組内容

【実績と評価】

入庫の記録が行われており、在庫数量が管理表と一致していました。

今後も継続して管理を行います。

コピー用紙使用量は107,413枚となっており、前期比で約17％減少でした。

前期以降グリーン購入の集計では対象品目を事務用品以外にも拡大していたため、達成率
が大幅に下がっていたが、今期の集計から事務用品のみを対象としたことで達成率が改善さ
れました。

コピー用紙使用量は目標を設定していないため、実績の記録のみとする。

【実績と評価】

コピー用紙削減に関する取組

●取組内容

コピー用紙削減では、両面コピー、集約コピーの徹底と提出物等は可能な限り電子データへ
の変換でペーパーレス化を推進する。

・



・

・

【実績と評価】

【実績と評価】

顧客より指定された環境負荷物質は、全て不使用又は閾値以下。

環境に関する調査依頼は全て対応済みとなっています。

その他の取り組み
●取組内容

緊急事態での危機管理における対応を目的としてマニュアルを制定し、社員の具体的行動を
示すとともに緊急時の全社的な対応を定め、その為の訓練・教育を定期的に実施する。

・

顧客より指定された環境負荷物質の含有率を把握する。

顧客より環境に関する調査依頼があった場合は、迅速に対応する。

⑥顧客環境要求を満たす製品の製作に関する取組
●取組内容

シェイクアウト訓練参加に対しては、以前よりこれだけではなく実際に外へ避難する訓練も
行ったほうが良いと意見を頂いておりました。
尚、45期になってからではありますが、シェイクアウト訓練の直後に「地震を原因とする火災
発生」を想定した訓練を行いました。

44期中の訓練では魚津市が主催するシェイクアウト訓練に参加する形で地震に対する防災
訓練を行いました。



⑤グリーン購入の推進

なお「使用量等の把握」として監視した結果は、実測値と40期の実績を基準とした比較で表す。（排
出量*****㎏ 40期比〇〇％など）

また長年に渡る活動により、結果が頭打ちしてきている項目も出てきている。
40期以降はいくつかの項目の目標値を「使用量等の把握」として監視を行うこととする。

これまでの活動の中で、各項目の削減目標の殆どを「前期比マイナス〇〇％」としてきたが、事業
活動の内容に沿わないものが何点か見受けられた。

コピー用紙使用量の把握

化石燃料使用量

②廃棄物
排出量削減

化学物質適正管理
100％達成

④化学物質の適正管理

地下水使用量把握
(水道水不使用の為)

③水道水使用量削減

顧客環境要求事項
100％達成

⑥顧客環境要求を満たす製品の製作

環境に配慮した製品の
購入率80％達成

Ⅷ 来期以降の環境活動　目標と取り組み

項目 目標値

混合物排出量

コピー用紙使用量

１．45期の活動目標

購入電力料金と売上の比率
3.24％

購入化石燃料代金と売上の比率
0.1％

44期樹脂材料購入量比率
4.9%

廃プラスチック排出量

一般ゴミ排出量の把握
一般ゴミ排出量
（不燃+可燃）

購入電力使用量

①二酸化炭素
排出量削減

（40期実績「3.27％」の-0.03％）

（40期実績「0.11％」の-0.01％）

混合物排出量の把握



・

・

・

・

・

・

・

・

・

弊社では廃棄物に対し３Ｒ（リデュース：出さない、リユース：再使用する、リサイクル：再
資源化する）の考えを基本に、無駄な廃棄物を排出しないことを心がけています。

検査工程で検出した特定の外観不良品は、可能な限り再資源化に努めます。

印刷プレビューの活用、ミスコピー例等を印刷機周辺に掲示し、ミスコピー削減に努める。

両面/複数ページ印刷の方法や、コピー用紙使用量削減の方法を周知する。

●混合物排出量の削減の取組み

●廃プラ排出量の削減の取組み

※弊社では成形工程で発生する廃プラの削減を最重要課題と位置付けています。

●一般ゴミ排出量の抑制の取組み

不燃ゴミは魚津市発行の『ごみ・資源物の分別ガイド』を参考に分別を行い、回収可能なもの
があれば回収方法を検討し、排出量削減を目指す。

紙類は分別の徹底を継続して行う。また古紙回収BOXを増設し回収率を上げる。

成形品の不良率を下げることで、不良品の廃棄を減らす。

金型部と連携しながら品質向上を図り、源流からの発生原因を改善する。

・

2．43期目標達成に向けての取組
①二酸化炭素(CO2)排出量抑制への取組み
●電力使用量の抑制の取組み

●化石燃料使用量の抑制の取組み

休止中の機器類は主電源を切り、昼休み時間や未使用場所の照明は消灯する。

作業ミスや成形不良等から発生する無駄な作業を排し、無駄な設備の稼働が
起こらないよう工程の改善等を検討する。
・

空調温度管理を省エネ温度に設定する。【設定温度　冷房 28℃／暖房 23℃】
※測定室など特別な管理を必要とする場を除く。
・

②廃棄物排出量の削減に関する取組み

●コピー用紙使用量の削減に関する取組み

金型部から排出された廃プラスチックの回収方法を検討する。

書類の電子化、データベース化、両面/集約コピー化の徹底等により、コピー用紙使用量の
削減に努める。

また組立不良品を回収できる業者がないか調査を行うなど、売却できる方法を検討する。

アルミダイキャスト製品の組立不良や、インサート成形により金属と分離できない製品の不良
等が混合物として排出されているが、不良率の下げることでこれらの排出量削減を行う。

エコドライブを意識した運転を心がけるよう、掲示物などによる啓蒙活動を行う。

・

・



・

・

・

・

・

・

廃棄物排出量削減
（廃プラ排出量購入量比）

4.9%4.9%4.9%3.1%

4．中期計画の目標

3．その他環境活動に関する取組み

⑥顧客環境要求を満たす製品の製作に関する取組

⑤グリーン購入推進に関する取組

④化学物質の適正管理に関する取組

③水排出量の削減に関する取組み

3.41%

（40期比 +0.14％）

0.08%

・

・

蛇口からの水漏れ等を監視し、水資源が無駄に使用されていないか監視を継続する。

（40期比-0.01％） （40期比-0.01％）

0.10% 0.10%

顧客より環境に関する調査依頼があった場合は、迅速に対応する。

（40期比-0.03％）

(2024,9～2025,8) (2025,9～2026,8)

掲示物を使用した環境活動内容の周知や、防災意識の向上を進める。

環境マネジメントシステムの運用と維持の為、基本【3回/年】又は必要に応じて環境委員会
会議を開催する。

電力購入料金の
売上に対する比率
（40期実績：3.27％）

（40期比-0.01％）

0.10%

項目

化石燃料購入料金の
売上に対する比率
（40期実績：0.11％）

社内の防災対策がまだ不十分な部分が何点か見られる。（棚の転倒防止など）
各工程に指導を行い改善を促す。

備品を新規購入する場合、消耗品も視野に入れ購入品の選定を行う。
（本体または消耗品のいずれかがグリーン購入対象品であるものを購入する等）
・

ラッカーシンナーの入庫記録、在庫管理を継続して行う。

上記の内容を掲示物を利用し全社員に周知させる。

顧客環境要求を
満たす製品の製作
【顧客環境要求事項】

100％達成 100％達成 100％達成 100％達成

3.24% 3.24% 3.24%

グリーン購入の推進
【環境に配慮した
製品の購入率】

44.1% 80％達成 80％達成 80％達成

化学物質の適正管理 100％達成 100％達成 100％達成 100％達成

（40期比-0.03％） （40期比-0.03％） （40期比-0.03％）

・

44期実績 45期目標 46期目標 47期目標

(2022,9～2023,8) (2023,9～2024,8)

備品を購入する際は、環境に配慮されている製品（エコマーク認定品等）を積極的に選択し、
グリーン購入を推進します。

顧客より指定された環境負荷物質の含有率を把握する。

期間



また日常を含め定められた定期点検
を実施し、その結果を記録している。

・天井クレーンやフォークリフトは、免
許保持者や講習を修了した者など、有
資格者が使用している。

Ⅸ　環境関連法規への違反、起訴等の有無

・作業環境の整備、労働者を守るため
の保護具（ヘルメットや保護メガネ等）
の設置、年1回の健康診断の実施な
ど。

・天井クレーン（ホイスト）の使用
（クレーン等安全規則）

・労働基準法に規定する労働者を使用

対象となる設備（エアコン、コンプレッ
サー）を使用している。

定期点検を実施し、結果を点検表に記
録している。

○

○
確認の結果対象であることが判明。
2019年12月17日に魚津市に提出し、
同年12月24日に受理されました。

・業種：製造業、電気・ガス・熱供給業
者(水力、地熱及び太陽光発電所は除
く) (施行令第１条) かつ・規模：敷地面
積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡
以上   (施行令第２条)
上記に該当すれば対象となる。

○

マニフェストは年に1度、交付状況を県
に報告している。

廃棄物処理を業者に委託し、マニフェ
ストを交付している。

○
廃棄時は産業廃棄物と同じく業者に委
託。

○

○分別収集を行っている。

環境関連
法規/条例

2021年（令和3年）4月22日付けの届出
書は、同日魚津市に受理されました。

県の公害防止条例にて対象
（「その他の区域」にて射出成形機を使
用している。）

騒音規制法 ○

遵守
評価

遵守状況、届出内容
及び提出書類等、備考

対象および
非対象とする根拠

第二章　第四条
「原材料等の使用の合理化を行うとと
もに、再生資源及び再生部品を利用す
るよう努めなければならない。」との記
述がある。

蛍光灯を使用している。

消防法
（危険物取扱に
係る部分のみ）

廃棄物処理法

労働安全衛生法

資源有効利用促進法

水銀汚染防止法

フロン排出抑制法

工場立地法

規制対象の機器を利用している。

梱包されている商品を購入している消
費者。

家電リサイクル法

容器包装
リサイクル法

・フォークリフトの使用
（労働安全衛生規則 第二編 第一章の
二 荷役運搬機械等）

・対象となる法規/条例の遵守状況は以下の通り

・関係関連等からの指摘及び利害関係者からの訴訟、苦情も過去15年間ありません。

保管庫に掲示板あり。

防災の訓練、講習を実施している。

消防法における「指定可燃物」に分類
される合成樹脂類を指定数量
（3,000kg）以上貯蔵している。

一般/産業廃棄物を排出している

○

○

○
社内各所に消火栓、消化器などを設
置し、その場所を掲示板で周知してい
る。

成形不良品やランナー、スプルーを破
砕して再利用している。

専用の容器に入れ廃棄している。
（業者に委託）



環境関連
法規/条例

遵守
評価

遵守状況、届出内容
及び提出書類等、備考

対象および
非対象とする根拠

遵守評価の詳細は「廃棄物処理法」の
欄を参照

廃棄時は産業廃棄物と同じく業者に委
託している。

○
成形樹脂材：リグラインド及びプラス
チック製品へリサイクル化分別収集を
行い、適正処理している。

第一章　総則　第十一条（事業者の責
務）参照（原材料の使用）

同上
公害防止条例
（魚津市）

○
2021年（令和3年）4月22日付けの届出
書は、同日富山県に受理されました。

「汚水又は廃液に係る特定施設」とし
て油圧式成形機を使用している。

公害防止条例
（富山県）

小型家電
リサイクル法

循環型社会形成
推進基本法

届け先は富山県

規制の対象となる機器を使用してい
る。

○

○



化石燃料の購入料ですが、
目標である売上比0.1％に対
し「0.08％」となり前期に続き
目標達成となりました。

39期まで遡り電力使用量と
ショット数をグラフ化しました
が、比例している部分やそう
でない部分もあり、評価に使
用するには微妙と感じまし
た。

恐らくですが「工場別の使用
量が集計できない」「空調な
ど気候の影響を受ける電力
消費」などの要因があってこ
のような結果になったと考え
られます。

環境目標の
達成状況
（電力関連）

化石燃料購入量ですが、41
期以降ほぼ横ばいとなって
おり、内訳で言えばガソリン
消費量の減少が目立ちま
す。

41期は新型コロナウィルスが
流行し始めた時期であり、対
面での会話を控えるように
なったことで営業活動の自粛
となり、社用車（ガソリン車）
の使用頻度も下がった時期
です。

40期と比較して売上は増加、
使用量は減少していますが、
電気料金が上昇していること
でこのような結果になったと
考えられます。

前回の評価/見直し時、電力
使用量の評価に生産ショット
数を使用することを提案いた
だきました。

売上に対する購入金額比で
すが、電力については目標
である3.27％に対し「3.41％」
で未達となりました。

44期の中盤から、売上が低迷
してた割に休日稼働などは続
いていましたので、予想通りの
結果ではないでしょうか。

ここでは料金(円）ではなく、使
用量(kwh)で計算しているので
料金の上昇は関係ないと思い
ます。

アルミダイカスト組立品や金型の
売上比率が高くなった場合には
ショット数での評価は無意味になる
可能性が大きいですが、一度ショッ
ト数比率でのグラフを確認し、今後
どの様な数値で進めていくか検討
しましょう。
また、成形部門でいえば電力を沢
山使用する油圧機も多数有ます。
受注減を機に2台ほど廃棄しました
が、投資と廃棄を進め、電力使用
量減を進めていきたいと考えてい
ます。

確かに、リモートの面談が急増した
ことで、訪問営業が減ったことは化

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

③「②」への対応
（管理責任者）

②「①」に対する評価と
見直し・指示（代表者）

①代表者への報告
（管理責任者）

項目



③「②」への対応
（管理責任者）

②「①」に対する評価と
見直し・指示（代表者）

①代表者への報告
（管理責任者）

項目

工程内不良率（外観検査不
良率）との関連を確認しまし
た。

不良率は43期「0.66％」、44
期は「0.94％」と悪化していま
したが、樹脂の総排出量（廃
プラ+リサイクル）を確認した
ところ、購入量に対し43期は
「8.01％」、44期は「6.03％」と
樹脂材料の無駄な使用が少
なくなっていることが確認で
きました。

これは、樹脂の回収業者を変
更したことが大きいと思いま
す。今までお金を払って廃棄し
ていた樹脂を逆に購入しても
らって、リサイクルしてもらえる
種類を大幅に増やしました。資
金面でも、環境面でも大きな前
進だと思います。但し、廃プラ
削減の本丸は不良率削減であ
ることに変わりはないと思いま
すので、引き続き金型からの一
貫製造という強みを活かして、
削減に取り組んで行って下さ
い。

環境目標の
達成状況

（廃棄物関連）

環境目標の
達成状況

（化石燃料関連）

評価に使用するかは別とし
て、何らかの形でデータを集
めたいと考えております。
実施した際には改めて報告
させていただきます。

客先との打ち合わせもリモー
トで行われるようになり、この
流れが現在も続いているた
め、以前ほど社用車の使用
頻度が増加していないと考え
られます。

化石燃料使用量の分析です
が、こちらも前回「走行距離」
をデータとして使用すること
を提案いただいてましたが、
集計するための準備ができ
ておらず、今回はデータがあ
りません。

ことで、訪問営業が減ったことは化
石燃料消費の削減に大きく影響し
ていると思います。ただし、化石燃
料を減らす投資は殆どしていない
ので、SDGsの観点からも投資をし
て減らしていく必要はあると考えて

います。

無駄な使用量自体は減少し
たものの、不良率が高いこと
は無駄な生産が行われてい
ることであり、樹脂だけでなく
電力も無駄に消費している
事になります。

廃プラの樹脂材料購入量比
ですが、目標4.9％に対し
「3.1％」と43期に続いて目標
達成となりました。

このことからも不良率減少お
よび加工不良削減の活動を
継続することが重要と考えま
す。



③「②」への対応
（管理責任者）

②「①」に対する評価と
見直し・指示（代表者）

①代表者への報告
（管理責任者）

項目

現時点でまだ掲示物は出来
ておりません。
一人一人ができる対策例な
ども記載し、従業員の意識向
上を促したいと思います。

今後は火災に対する訓練を
主とします。

これは完全に意識の問題だと
思います。同じボールペンで
も、インクが大量に減るタイプを
未だに使っている方を見かけま
すので、その辺りの意識も含め
てグリーン購入を推進していっ
てください。

尚、訓練後改めて同様の要
望を頂いたこともあり、45期
になりますが23年11月にシェ
イクアウト訓練と、「地震によ
る火災発生」を想定した屋外
への避難訓練を実施しまし
た。

環境目標の
達成状況

（グリーン購入）

訓練自体は問題なく行われ
ましたが、以前より要望の
あった「屋外への避難」は行
いませんでした。

環境方針
環境目標

あと1歩のところまで迫ってい
ますので、掲示物作成などで
この件を周知し、皆様により
一層の協力を求めたいと考
えています。

知らない間に、新しい規制がで
きていることもありますので、総
務と連携して注意深く進めてく
ださい。

今回はとくにありません。

ここ数年、地震の訓練のみに
なっています。火災訓練も実施
してください。消火栓の場所や
使い方も消防署と連携してやっ
てほしい。樹脂製品を扱ってい
ますので、火災訓練はマストか
と思います。

43期の防災訓練として、2022
年魚津市主催のシェイクアウ
ト訓練に参加しました。

環境法規、
外部からの
苦情

グリーン購入ですが、対象品
目を事務用品に絞った(※)と
ころ、「74.0％」と未達ではあ
るものの、43期より大きく改
善されて結果となりました。
（全日本文具協会の手引書
を参照した）

環境関連の
教育

環境目標について、ご意見
があればお聞かせください。

苦情は0件。
環境関連法規からの逸脱も
なく、マニフェスト提出も適切
に行いました。



↓黒田精型ホームページ↓

https://www.kuroda-seikei.co.jp/


